
～自立と支え合いを両立し、高齢者がいつまでも暮らし続けられる地域づくり～

♦

利用者負担の割合

3 割

2割

1割

対象となる人

次の❶❷の両方に該当する場合

❶本人の合計所得金額が 220万円以上

❷同一世帯にいる 65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額※」が、

　本人だけの場合 340万円以上、2人以上世帯の場合 463万円以上

3割に該当しない人で、次の❶❷の両方に該当する場合

❶本人の合計所得金額が 160万円以上

❷同一世帯にいる 65歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額※」が、

　本人だけの場合 280万円以上、2人以上世帯の場合 346万円以上

上記以外の人

住民税非課税の人、生活保護の受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担です。

※

19,836円

33,756円

47,676円

59,160円

69,600円

78,648円

90,480円

107,880円

118,320円

146,160円

156,600円

170,520円

187,920円

0.285

0.485

0.685

1.70

2.10

2.25

2.45

2.70

※合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除した金額（第1段階～第5段階については平成30年度税制改正による影響を調整した額）の
ことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、介護保険料の算定には長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用います。

0545 -55 -2766
0545 -55 -2767
0545 -55 -2765

保 険給付担当
計画管理担当
認　定　担　当

令和8年度の介護保険料

※♦の金額は、室料を徴収する介護老人保健施設・介護医療院及び短期入所療養介護を利用した場合の額を指します。

その属する

より



　地域包括支援センター等が、利用
者の希望や状態に応じたケアプラン
を作成します。

  富士市増川新町 510-1
（特別養護老人ホームすどの杜１階）

注

注 通所型サービスの利用を希望される場合、利用希望者の基本チェック
リスト（継続利用者は「通所型サービス診断票」）の該当項目に応じた
サービスを案内します。

介護予防訪問介護相当のサービス
健康づくりヘルパー
短期集中型訪問指導

介護予防通所介護相当のサービス
健康づくりデイトレーニング
健康づくりデイサービス
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